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（
国
土
交
通
委
員
会
）

港
湾
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
五
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
又
は
港
湾
区
域
に
設
置
さ
れ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
利
用
に

資
す
る
施
設
若
し
く
は
工
作
物
（
以
下
「
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
等
」
と
い
う
。
）
の
円
滑
な
設
置
及
び
維
持

管
理
を
図
る
た
め
、
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
港
湾
の
埠
頭
を
構
成
す
る
行
政
財
産
の
貸
付
け
に
係
る
制
度
を
創
設
す
る
ほ

か
、
国
際
基
幹
航
路
に
就
航
す
る
外
貿
コ
ン
テ
ナ
貨
物
定
期
船
の
寄
港
回
数
の
維
持
又
は
増
加
を
図
る
た
め
、
国
土
交
通
大
臣

が
国
際
戦
略
港
湾
の
港
湾
運
営
会
社
に
対
し
必
要
な
情
報
の
提
供
等
を
行
う
こ
と
と
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

国
土
交
通
大
臣
は
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
等
の
設
置
及
び
維
持
管
理
に
必
要
な
人
員
及
び
物
資
の
輸
送

の
用
に
供
さ
れ
、
又
は
供
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
一
定
の
規
模
以
上
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
要
件
に
該
当
す
る
埠
頭
（
以
下

「
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
等
取
扱
埠
頭
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
港
湾
の
う
ち
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
発
電
設
備
等
の
設
置
及
び
維
持
管
理
の
円
滑
な
実
施
の
促
進
に
資
す
る
当
該
港
湾
の
効
果
的
な
利
用
の
推
進
を
図
る
こ

と
が
我
が
国
の
経
済
社
会
の
健
全
な
発
展
及
び
国
民
生
活
の
安
定
向
上
の
た
め
に
特
に
重
要
な
も
の
を
、
海
洋
再
生
可
能
エ
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ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
等
拠
点
港
湾
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

二

国
土
交
通
大
臣
及
び
港
湾
管
理
者
は
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
等
拠
点
港
湾
の
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
発
電
設
備
等
取
扱
埠
頭
を
構
成
す
る
行
政
財
産
で
あ
る
港
湾
施
設
を
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
等
の
設
置

及
び
維
持
管
理
を
す
る
者
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

三

港
湾
区
域
に
お
け
る
公
募
占
用
計
画
の
認
定
の
有
効
期
間
を
二
十
年
か
ら
三
十
年
に
延
長
す
る
こ
と
と
す
る
。

四

国
際
戦
略
港
湾
の
港
湾
運
営
会
社
の
運
営
計
画
の
記
載
事
項
に
国
際
基
幹
航
路
に
就
航
す
る
外
貿
コ
ン
テ
ナ
貨
物
定
期
船

の
寄
港
回
数
の
維
持
又
は
増
加
を
図
る
た
め
の
取
組
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
の
内
容
を
追
加
す
る
こ
と
と
す

る
。

五

国
際
戦
略
港
湾
の
港
湾
運
営
会
社
へ
の
国
派
遣
職
員
に
係
る
国
家
公
務
員
法
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
、

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
特
例
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

六

五
の
ほ
か
、
国
は
、
国
際
戦
略
港
湾
の
港
湾
運
営
会
社
が
行
う
埠
頭
群
の
運
営
の
事
業
の
効
率
化
及
び
高
度
化
を
図
る
た

め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
職
員
の
派
遣
そ
の
他
の
適
当
と
認
め
る
人
的
援
助
に
つ
い
て
必
要
な
配
慮
を
加
え
る
よ

う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
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七

国
土
交
通
大
臣
は
、
国
際
基
幹
航
路
に
就
航
す
る
外
貿
コ
ン
テ
ナ
貨
物
定
期
船
の
寄
港
回
数
の
維
持
又
は
増
加
に
資
す
る

た
め
、
国
際
戦
略
港
湾
の
港
湾
運
営
会
社
に
対
し
、
四
に
係
る
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
情
報
の
提
供
又
は
指
導
若
し
く

は
助
言
を
す
る
も
の
と
す
る
。

八

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

九

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
四
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。


